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毎年４月になると、近くの川の土手にジャコウアゲハが舞うのを見に行きます。幼虫は多年生つる草の「ウマノス

ズクサ」を食べて育ちます。羽化したばかりの成虫は、手のひらに乗ってくれるので、近くで観察することができま

す。翅の表が黒い個体（最初の写真）がオスです。（編集人） 
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【住民訴訟提起】 

清水の三保に今もありますが、三井・ケマーズ

の工場から排出されたとしか考えられない有害

な PFAS が騒ぎになって、静岡市が井戸水や河川

の水質調査を行いました。その費用を市が払い、

排出した企業には一切請求しないということな

ので、それはきちんと三井・ケマーズに請求すべ

きではないかと住民監査請求をしました。しかし

監査委員がそれを認めなかったため、住民訴訟を

提起しました。 

 

【PFASの毒性】 

PFAS についてはいろいろ報道されていて、撥

水機能のあるフライパンやハンバーガーの膜を

包む透明な紙などにPFASが使われているようで

す。ただそれらすべてが有害だというわけではな

く、清水の場合はそのうちの PFOA という種類で、

それが有害だされています。PFAS には種類がた

くさんあり、色々なところに使われていますが、

今のところすべてが有害というわけではなく、2

種類が有害指定されています。  

この物質は自然界でも非常に分解されにくい

とされ、自然に分解・消失してしまうというもの

ではないようです。それが PFAS の特性です。 

PFAS のうち有毒なのは PFOS と PFOA の 2

種類で、それらを造っていたのはアメリカの 3M

社とデュポン社という大きな化学会社です。アメ

リカでは、すでに早い時期から有害指定されてい

て、人体に対する毒性として、妊婦に対する毒性、

腎臓ガン、精巣ガン、潰瘍性大腸炎、胎児の発育

不良など、様々な影響があると言われています。

それでデュポン社は、早い時期、1961 年から 1994

年にわたる内部の研究で、毒性についての証拠を

持っていましたが、それを機密扱いとして公表し

てきませんでした。それらの事実関係は、アメリ

カでの裁判で明らかになり、ずっとデュポン社が

隠してきたことも、アメリカの裁判で明らかにな

りました。アメリカには証拠開示という強力な制

度があるため、明らかになってきています。 

日本ではやっと最近、毒物に指定されました。

化学物質審査規制法、いわゆる化審法があり、そ

の第 1 種特定化学物質に指定されたのが令和 3 年

10 月です。この第 1 種特定化学物質というのは

難分解、高蓄積で、人への長期毒性、または高次

捕食動物への長期毒性があります。令和 2 年 5 月

に、PFAS が水質汚濁防止法の指定物質に追加指

定されています。 

そういうことで、毒性があることについては、

アメリカでは早くから指摘されていて、損害賠償

請求の訴訟の中でそれらが明らかになり、デュポ

ン社や 3M は巨額な損害賠償金ないし和解金を支

払っています。日本ではやっと最近になって、毒

物としての指定がされました。 

 

【三井・ケマーズ清水工場の PFAS排出】 

 清水の工場は 2013 年まで PFOA を使って製品

を造っていましたので、それ以前に排出されたも

のが出てきているのではないかということです。

また清水の場合は、原因企業、責任がはっきりし

ていて、他にＰＦＡＳを排出する企業や組織はな

いわけです。他には、基地があるところ、厚木や

浜松、沖縄も全部そうですけれども、泡消火剤の

中にＰＦＡＳが含まれ大量に使っています。そう

いうものが付近に漏れて地下水を汚染している。

その場合、自衛隊がやったのなら自衛隊が悪いと

か、米軍がやったのなら、日米地位協定で面倒な

問題があるようですけれども米軍が悪いとなり

静岡県地方自治研究所 第 23 回定例研究会（2025 年 6 月 13 日）の静岡合同法律事

務所 阿部浩基 弁護士の報告について、録音をもとに作成したものです。 
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ますが、清水の場合は三井・ケマーズの会社しか

考えられないわけです。 

三井・ケマーズというのは元の名前を、三井・

ケマーズフロロケミカルと言っていて、三井化学

とデュポン社が半々ずつ出資して作った会社で

す。ですから 2013 年でＰＦＯＡの使用を停止し

たのも、デュポン社からの指示があってのことだ

ろうと考えます。人体への影響については、調査

があまり進んでおらず、疫学的大規模な調査はま

だ日本ではされていないので、そういった関係を

証明していくのは難しい気はしますが、徐々に明

らかになっていくのではないかと思います。 

毒物指定されたのは最近のことで、それより前

は規制する法律がありませんでした。血液検査を

すると残留していることがわかりますが、どれだ

け血液の中に入っていれば大丈夫なのか大丈夫

でないのか、環境や水の中に排出された場合どれ

だけ入っていれば、といった基準値も、裁判を起

こした頃は暫定基準値で、正式なものではありま

せんでした。その後基準値は正式に決定されたの

かもしれませんが、その基準自体がかなり緩いも

のです。アメリカなどの基準に比べて緩い。ＥＵ

も多分厳しいです。 

 

【水質調査費用の負担】 

有害物質を環境にどんどん排出して金儲けし

て、水が汚染されているといって、その調査を公

費でやって自分たち企業は何も負担しない。それ

はおかしいんじゃないかということですね。公害

については、公害基本法の時代から原因者負担の

原則が言われていて、今は環境基本法に引き継が

れていますが、そういう負担をしました。排出し

たら当然、尻拭いもすべきだということです。そ

ういうことから考えると、今回、損害賠償は調査

費用ですけれど、調査というのはやはりどれだけ

の被害があるかとか、汚染されているかを見極め

ることなので、それ自体もお金を出した市の方か

ら見れば損害だと思います。それで住民監査請求

を行ったたんです。住民監査請求は地方自治法に

規定があり、非常に面倒な規定ですけれど、自治

体が、どういう債権でもいいですが債権を持って

いて、その管理や回収を行っている時には早く回

収せよと請求できる規定があります。それに依っ

てこの場合は、三井・ケマーズが PFAS という違

法物質を環境の中に排出して、それによって静岡

市にその調査費用の負担を余儀なくさせたと。金

を出させたと。それが損害じゃないかと。市がと

りあえず自分のお金を出すことはよしとしても、

それによって損害を被ったのだから、原因企業で

ある三井・ケマーズに損害賠償請求をしなさいと

いう請求です。665 万ぐらいですけれど、それを

請求する訴訟類型があり、それに乗っかったわけ

です。 

 

【田子の浦・ヘドロ住民訴訟】 

これには、静岡県の地元での有名な先例があり

まして、それは田子の浦のヘドロ住民訴訟です。

その時は田子の浦にヘドロがいっぱい溜まって

その田子の浦港を管理していた静岡県が船も入

れなくなったので港の浚渫費用を負担しました。

それを企業に請求しないので住民監査請求、住民

訴訟が起こり、最終的に東京高裁は大昭和など製

紙企業 4 社が汚染物質、浮遊物質を排出して田子

の浦港を利用できないようにし、県のお金で浚渫

させたとことは、県に対する不法行為なので県は

製紙業者に対して損害賠償請求できることを認

めました。 

 最高裁に上告され、最高裁は、損害といっても

自治体が負担すべきものと、企業が負担すべきも

のなど 3 種類ぐらいあるから、そこを判断せず全

部一緒に製紙会社に負担しろと言ったのは間違

いだから、そのところを審議し直せという形で差

し戻しをしました。差し戻した後、どうも取り下

げしたみたいなので、差し戻し後の判決はありま

せんが、田子の浦ヘドロ住民訴訟という有名な裁

判がありました。 

それとパラレルに考えれば、三井・ケマーズと

いう会社が有害物質であるＰＦＯＡを排出し、そ

れによって環境を汚染して、静岡市は住民を守る

義務があるので水質等を検査したわけです。調査

する義務があったと言ってもいいです。そのこと

によって必然的にその財政負担をしたというこ
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とは、これはヘドロの場合と似た構造ではないか

ということです。ヘドロの場合も静岡県が田子の

浦港を浚渫したのは、静岡県は田子の浦港を管理

していたから、当然使えるようにしなければいけ

ないわけで、管理者として当然のことをやったわ

けです。今回も静岡市は、ある意味当然のことを

やって、それでお金を出したと。そうであれば同

じように損害賠償請求ができるのではないかと

いうことです。 

資料、別冊ジリスト「甲第 5 号証、田子の浦ヘ

ドロ事件」漢数字の三の控訴審判決を読んでみま

すと、「不法行為に関する部分につき、損害賠償の

請求は監査請求の内容となっており、静岡県はこ

の請求権を行使しておらず、そしてその不行使は

違法というべく、控訴人らが静岡県に代位して右

損害の賠償を求める本訴請求は適法である」。中

身については「田子の浦港に堆積したヘドロは、

本件河川に含まれる SS（浮遊物質）によるもので

あるが、右 SS は前記（二）で認定した数値を示

し、この数値は前期（三）の数値のみならず、静

岡県水質指導基準に定めた数値をはるかに超え

るので、被控訴会社らの工場排水行為は違法であ

る」となっております。「静岡県は、港湾管理者と

して右違法なる工場排水の排出により田子の浦

港に堆積したヘドロの浚渫を余儀なくされたの

であるから、ヘドロ浚渫費は被控訴会社四社ほか

工場排水を排出したものの共同不法行為による

損害というべきである」と言っています。 

 

【社会的に見て許容できない害悪、毒物を排出

した場合は違法】 

少し説明しますと、この昭和 40 年代は水質汚

濁防止法などに規制はありませんでした。静岡県

水質指導基準をはるかに超えていると述べてい

ますが、指導基準が適用となったのは、住民監査

請求をした後です。後から振り返ってみても指導

基準をはるかに超えていたからと認定している

わけです。特に何かの法律に違反したから違法と

いうことではなく、社会的に見て許容できない害

悪、毒物を排出した場合は違法だというのは、不

法行為の学説、判例でそうなっています。特に何

か行政上の取締法規に違反している必要はない

わけです。田子の浦のヘドロの時も、特に何か行

政取締法規に違反していたわけではなく、しかし

後から考えてひどかったということで違法だと

いっているわけです。ではこのＰＦＯＡの場合は

どうかということですが、毒物であることは間違

いありません。その量がどれくらいかといったこ

とはちょっとわかりませんが、環境に分解せずに

堆積していくのですから、何かの汚染水のように

水に混ぜて薄くなればいいでしょうという問題

ではなく、どんどん溜まっていきます。海洋に流

れてしまえばそうではないかもしれませんが、地

表では簡単にはなくなりません。時間とともに増

えていくイメージだと思います。ですからやはり

異常だということです。 

人体に対する直接的被害が指摘されています

が、身近に具体的に発生しておらず、事例が少な

いので分かりにくいかもしれませんが、実際には

有毒物質であるということで、アメリカでは化学

会社デュポンや 3M が莫大な損害賠償をしていま

す。 

 

【監査委員会が住民監査請求を棄却した理由】 

監査委員会が住民監査請求を棄却した理由は、

「本件の調査は静岡市の責務として水質汚濁防

止法第 15 条第 1 項の規定による常時監視の事務

を実施したのであって、仮に事業者が自ら調査、

報告及び公表を行ったとしても、その責任を免れ

るものではないと解することが妥当である」とい

うものです。「静岡市の責務として当該事務を実

施する以上、静岡市が調査費を負担するのは当然

のことであって、調査費の支出は損害であるとは

言えない」という認定です。まあこういう理屈も

成り立つかとは思います。しかし今まで何もやら

なかったのに突然調査をして、それは常時監視義

務を履行しただけだと言われても、ちょっとどう

なのかなという気はしますが、監査委員はそうい

う理屈で、要するに仮に企業が調査をしたとして

も、静岡市もやらなければいけないというのです。

やらなければいけないのであれば両者でやれば

よくて、なぜ市だけが費用を出さなければいけな
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いかという同じ疑問が出てきます。 

 

【法の実施義務と実施した費用を誰が負担す

るかは別問題】 

法律に規定があるからやりました。その費用を

市のお金から出すことは何ら問題ありませんと

言うのですが、それは田子の浦の時でも静岡県は

港湾の管理者として浚渫作業をやりましたと。そ

の費用を県の財政から出すのは当然でしょうと

いうのと同じ理屈です。このあたりは裁判所が乗

ってきやすい理屈ですけれど、裁判で論破してい

かなければと思っています。 

 要するに、法律に基づいて実施する義務があっ

たとしても、その費用を誰が負担するかは、別問

題だと思います。原因者が誰かわからない段階で

は、それは市が負担するのは当たり前で、法律で

調査しなさいということになっている。常時監視

義務があるということです。しかし田子の浦の時

と一緒なんですね。県は自分の責任、港湾管理者

としての責任に基づいて浚渫作業をやったと。こ

のＰＦＡＳの時は、静岡市はその水質汚濁防止法

の常時監視義務の規定に基づいて調査やりまし

たと。どこが違うんですか、一緒じゃないですか

と思いますけどね。この場合、三井・ケマーズが

調査やったからといって静岡市の責任、調査義務

がなくなるわけではないにしても、なぜその調査

をやらなければいけなかったかというと、三井・

ケマーズがＰＦＯＡを排出したからです。だから、

ここのところは、論破できるのではないかなと思

っています。 

 

【静岡市の姿勢】 

静岡市の姿勢ですけれど、難波市長は最初すご

く姿勢が良くて、「それは公害以外の何者でもな

い。企業が説明に来て挨拶に来ないとけしからん」

くらいのことを記者会見で言っていました。その

後企業が挨拶に来たみたいで、その後コロッと変

わったと言われています。三井・ケマーズの方は、

住民組織が、私も共同代表ですけれど、直接の面

会を申し入れても、一切会おうとしません。その

理由にしているのが「静岡市と地元三保の自治会、

三井・ケマーズの三者の協議会があり、そこで説

明しますから、それ以上の個別のことはお答えし

かねます」という対応です。その三者の協議会の

議事録が一応静岡市のホームページに出ていま

すが、今後全部公表されるかどうか、懸念があり

ます。 
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今回は家から歩いてすぐの人宿町
ひとやどちょう

・梅屋町界隈

を紹介します。江戸時代、上方から来た東海道の

旅人は安倍川の渡から新通を進み、寺町通と交わ

って家康の町割の中に入ります。いわば西からの

玄関口としての繁華街でした。この交差点手前に、

もともと茶店から出発した料亭の「阿奈古や」が

ありました。文久 2 年創業のこのお店、現在はう

なぎ専門店として営業しています。 

 

水落という地名は文字通り水が落ちるか 

東海道をもう少し進んで、梅屋町の角を右折し

ます（写真 2）。この先、七間町通までの区間を、

今は「人宿町人情通」と称しています。 

 

家康の町割では、この通りの奧に宝台院の大き

な山門が見える眺望を提供していました。 

梅屋町の町名は、江戸時代の旅籠「梅屋」から

きています。梅屋は梅屋町の教会のあたりにあっ

たとされています（写真 2：教会の看板を赤で囲

った）。梅屋町から人宿町にかけては多くの旅籠

が並んでいました。駿府の宿は、制度としては

伝馬
て ん ま

町
ちょう

がメインであり、本陣などが置かれて参勤

交代の武士階級が泊まるところでしたが、人宿町

は今宿
いまじゅく

といわれる今川時代からの町場が発展し

たところと考えられます。 

 

梅屋は、1651年に幕府転覆計画を企てた由井正

雪が滞在しているところを奉行所の取り方に包

囲され命を絶った事件で有名です。梅屋は歌舞伎

役者の岩井半四郎の贔屓で屋号を岩井屋と改め

ました。のちに蕎麦屋に転業したところ腕のよい

職人を数多く輩出して、岩久など「岩」がつく蕎

麦屋が市内に散らばったということです。静岡の

そばの特徴、甘めのつゆに麺を柔らかく茹でてつ

ゆにほぐして食べるのはここが発祥かも知れま

せん。岩井屋本店は平成になるまで残っていたそ

うです。 

連載 16 

ブラ林 人宿町
伝統の街の民間主導の再開発

県内各地の街を歩いて、その地域の歴史や風土を紹介します。 

林副理事長がブラリと歩くこの連載は、あくまで旅行記で主観的

な感想が含まれています。 

写真 1 昔の料亭「あなごや」 

写真 2 新通から人宿町人情通を見る 



８ 

 

梅屋町の交差点を中町方面に少し行くと鉄筋

のガレージの 2 階に津島神社があります（写真 3）。

祭神は素戔嗚
すさのおの

尊
みこと

。もしやと思って案内板を見ると

やはり牛頭
ご ず

天王をまつる祇園社が前身。1785年創

建とされており、天明の飢饉にともなう疫病を鎮

めるため牛頭天王を勧請したと思われます。明治

2年の廃仏毀釈で牛頭天王は排斥され、垂迹
すいじゃく

神(仏

が仮の姿で現れてきた神）の素戔嗚尊が祀られた

と考えられます。 

 

江戸時代の人宿町(通)は、寺町の感應寺
かんのうじ

からお

城の方へ延びた通りで、現在の住所の上での人宿

町と重なります。感應寺は家康の側室、紀州賴宣
よりのぶ

、

水戸頼房の母親、お万の方ゆかりの日蓮宗の寺で、

家康の百か日法要を修した放生会
ほうじょうえ

が行われたと

ころ。お寺は戦災の後コンクリートで再建されま

したが、門はインドのストゥーパを模したような

デザインです。ここから延びる昭和通までを 2 丁

目、その向こうを 1 丁目と振られています。この

通りを歩くと漆屋さんや（写真 5）、いかにもかつ

ての商人宿を思わせる造りの家屋（写真 6）があ

ります。 

 

 

 

感應寺の寺町の通りのならびには、徳川慶喜に

ついて江戸からきた新門辰五郎
しんもんたつごろう

の尽力で開業し

た玉川座 その後の若竹座などの演芸文化があり

ました。京都の寺町京極もそうですが、お寺の境

内は芝居小屋などができやすいと思います。安倍

川よりに幕府公営の遊廓、二丁町があったので、

この辺りは江戸でいう浅草・吉原のミニ版と言え

るかもしれません。 

写真 5 漆器を取り扱う店 

写真 4 感應寺 

写真 3 旧祇園社、現津島神社 

写真 6 旧金龍館旅館 



９ 

 

写真 10 電気館、キネマ館 

   

 

その後、活動写真を上映する電気館、キネマ館

が開館し、映画館のある街を形成していきました。

私も青春時代、ハリウッドの大作、渋いヨーロッ

パ映画、革新的なニューシネマと、この辺りの映

画館に入り浸っていました。 

 

 

ところが 2011 年 10 月、これまであった大規模

映画館が新静岡のセノバのシネコンに移転する

ことになりました。写真 9～13 は、その前月、実

行委員会によるお別れイベントの時の旧有楽座、

その昔はスケート場や天文台があった建物の様

子を写したものです。 

 

 

写真 11  お別れイベントの時の旧有楽座の写真 

写真 9 電気館、キネマ館 

写真 7 玉川座 

写真 8 若竹座 

写真 12 ピカデリー入口

 

写真 13 グランドジャッドの日曜日を見る

 



１０ 

 

地域の活性化をめぐって「アトサキセブンプロ

ジェクト」などが試みられました。2013 年民間企

業の創造舎が入ることによって「OMACHI 創造

計画」というプライヴェイトな民間主導の再開発、

まちおこしが試みられました。もちろん町内会も、

映画館の所有者だった江崎さんも関わっている

と思います。 

 

 

人宿町商店街は、一時代前の商店街の建物のリ

ニューアルやコンテナの利用、古民家の再生など、

多様な手法で再開発を行い、「人宿町人情通」とな

りました（写真 14）。私の印象ではこの 1 年、と

ても火が点いて個性的な店をめがけて人が集ま

るようになってきたように思います。創造舎さん

のセレクトは、おそらく当たり外れはあると思い

ますが、着実に人を集めています。 

 

今日は、お昼に「テキーラ・ダイナーズ」でア

ボガドバーガーを。七間町から移転し、いつも人

がいっぱいの人気店です。若者向けのボリューミ

ーなバーガーは食べ応えがあります。 

 

 

 

 

夕方、人宿マートのいちばん裏にある人宿酒店

の立ち飲みでビール、ツーショット。ここは丸子

にある地ビールの会社の旗艦店。30 代の社長自ら

カウンターに立って応対しています。 

「お勧めなんですか？」と聞くとハニーピルス

を勧めます。ホップとはちみつで香りを付けてい

ますが、糖分はアルコールに変わるのではちみつ

の香りだけ残ります。 

「この辺り、すごく賑わってきたよね」 

「この 2、3 年ですね。その前は試行錯誤です

よ」 

と話に花が咲きました。 

 

 

 

 

写真 14 七間町通から人情通を見る

 


